
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（国事業）の活用について 

 事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、子どもの世話が

必要な保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。 

１ 助成金の概要 

(1) 対象 

  令和３年８月１日から令和４年３月 31 日までの間に、次の①又は②の子どもの世話を保護

者として行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上

の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主 

 ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業な

どをした小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども 

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども 

【対象となる保護者（労働者）】 

・ 親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護す

る者 

・ 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む  

(2) 助成内容 

  （有給休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額）× 10/10 

対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給。 

休暇取得期間 日額上限額 申請期限 

令和３年８月１日～10月 31日 13,500円 令和３年 12月 27日 

令和３年 11月１日～12月 31日 13,500円 令和４年２月 28日 

令和４年１月１日～３月 31日 
令和４年１月～２月：11,000円 

令和４年３月：9,000円 
令和４年５月 31日 

※ やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能 

（令和４年６月 30日まで） 

 

２ 問い合わせ先 

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 

  （フリーダイヤル）0120-603-999  受付時間：9：00～21：00（土日・祝日含む） 
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